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(57)【要約】
【課題】機構の複雑化やコストの増加を回避しつつ色ズ
レによる映像品質の低下を抑制する。
【解決手段】
　複数の光源（２０Ｒ、２０Ｇ、２０Ｂ）と、前記複数
の光源から照射される照射光の各々（２１Ｒ、２１Ｇ、
２１Ｂ）を被投射面（４０）において走査する走査手段
（３０）とを備えた表示装置（１）を制御する表示制御
装置（１００）は、前記被投射面に表示すべき映像に関
する映像信号の帯域制限を行う帯域制限手段（１０３）
と、前記帯域制限がなされた映像信号に基づいて前記光
源の駆動状態を制御する駆動制御手段（１０９）とを備
える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の光源と、前記複数の光源から照射される照射光の各々を被投射面において走査す
る走査手段とを備えた表示装置を制御する表示制御装置であって、
　前記被投射面に表示すべき映像に関する映像信号の帯域制限を行う帯域制限手段と、
　前記帯域制限がなされた映像信号に基づいて前記光源の駆動状態を制御する駆動制御手
段と
　を備える表示制御装置。
【請求項２】
　前記被投射面における前記複数の光源相互間の光路のズレ量に基づいて前記帯域制限の
度合いを制御する帯域制御手段を更に備える
　ことを特徴とする請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項３】
　前記複数の照射光の各々は、前記被投射面において垂直走査方向と水平走査方向とに走
査され、
　前記光路のズレ量は、前記垂直走査方向における光路のズレ量である
　ことを特徴とする請求項２に記載の表示制御装置。
【請求項４】
　前記表示装置は、少なくとも三以上の前記光源を含み、
　前記光路のズレ量は、基準となる光源の照射光に対する他の光源の照射光の光路のズレ
量として定義され、
　前記帯域制御手段は、前記光路のズレ量に相対的重み付けを付与すると共に、該付与さ
れた重み付けを考慮して前記帯域制限の度合いを制御する
　ことを特徴とする請求項２又は３に記載の表示制御装置。
【請求項５】
　前記帯域制御手段は、前記映像の空間周波数、前記映像の視距離、前記被投射面におけ
る前記映像の大きさ、前記被投射面における前記映像のアスペクト比及び前記映像の投射
距離のうち少なくとも一つに基づいて前記帯域制限の度合いを決定する
　ことを特徴とする請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項６】
　前記光源は、レーザ又はＬＥＤである
　ことを特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記載の表示制御装置。
【請求項７】
　前記走査手段は、ＭＥＭＳミラーである
　ことを特徴とする請求項１から６のいずれか一項に記載の表示制御装置。
【請求項８】
　複数の光源と、前記複数の光源から照射される照射光の各々を被投射面において走査す
る走査手段とを備えた表示装置における表示制御方法であって、
　前記被投射面に表示すべき映像に関する映像信号の帯域制限を行う帯域制限工程と、
　前記帯域制限がなされた映像信号に基づいて前記光源の駆動状態を制御する駆動制御工
程と
　を備える映像表示方法。
【請求項９】
　コンピュータシステムを、請求項１から７のいずれか一項に記載の表示制御装置として
機能させる
　ことを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項１０】
　請求項９に記載のコンピュータプログラムが記録される
　ことを特徴とする記録媒体。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示制御装置の技術分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　映像の色ズレを抑制する装置が、従来各種提案されている（例えば、特許文献１乃至３
参照）。
【０００３】
　特許文献１に開示された画像表示装置によれば、ＭＥＭＳミラーに入射する異なる色の
レーザビームの位置ズレが、例えば組み立て時、温度変化時、衝撃発生時等において検出
され、ソフト的に又はハード的にこの位置ズレが補正される。
【０００４】
　特許文献２には、レーザ光の色ズレをホログラムで補正する技術が開示されている。
【０００５】
　特許文献３には、投射型のカラープロジェクタにおいて、三色のレーザ光のうち少なく
とも一のレーザ光のスポット径を他のレーザ光のスポット径と異ならしめることによって
、色ズレを抑制する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１２－１４５７５５号公報
【特許文献２】特開２００９－１２２４５５号公報
【特許文献３】特開２００８－２１６４５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　色ズレを防止する手法は、ハードウェア的な手法とソフトウェア的な手法とに大別され
る。
【０００８】
　ここで、特許文献１に開示されるハードウェア的な色ズレ防止措置や、特許文献２に開
示されたホログラム素子を使用した色ズレ防止措置等を含む前者においては、機構の複雑
化とコストの増加が避け難い問題となる。特に、光源とＭＥＭＳミラー等の走査手段とが
モジュール化されている場合、ハードウェア的な色ズレ防止措置を講じること自体が難し
い。
【０００９】
　また、特許文献３に開示されるようにスポット径を変える技術思想は、元よりズレ量が
大きい場合には全く機能しない。更には、スポット径が変わると、光の重複しない領域が
増えるので、色ズレがより悪化する可能性が高い。
【００１０】
　このような観点からすると、ソフトウェア的な色ズレ防止手法は比較的有効である。と
ころで、特許文献１に開示されるソフトウェア的な色ズレ防止措置は、ラインバッファか
らのデータの読み出しタイミングを調整するものである。即ち、色ズレは、読み出しタイ
ミングがライン単位で調整されることによって抑制される。
【００１１】
　しかしながら、実際の色ズレは、製造段階や組み付け段階で個別に生じ得るものであり
、必ずしもライン単位で生じるものではない。即ち、この手法では、一画素分の大きさを
単位として色ズレを解消することはできるが、一画素分の大きさ未満の色ズレについては
、解消することができない。即ち、色ズレ防止効果が必ずしも十分でない。従って、色ズ
レによる映像品質の低下を十分に抑制することができない。
【００１２】
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　即ち、従来の技術には、機構の複雑化やコストの増加を回避しつつ、色ズレによる映像
品質の低下を抑制することが困難であるという技術的問題点がある。本発明は、例えば、
このような技術的問題点に鑑みてなされたものであり、機構の複雑化やコストの増加を回
避しつつ映像品質の低下を抑制可能な表示制御装置を提供することを、解決すべき課題の
少なくとも一つとする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上述した課題を解決するため、請求項１に記載された表示制御装置は、複数の光源と、
前記複数の光源から照射される照射光の各々を被投射面において走査する走査手段とを備
えた表示装置を制御する表示制御装置であって、前記被投射面に表示すべき映像に関する
映像信号の帯域制限を行う帯域制限手段と、前記帯域制限がなされた映像信号に基づいて
前記光源の駆動状態を制御する駆動制御手段とを備える。
【００１４】
　上述した課題を解決するため、請求項８に記載された表示制御方法は、複数の光源と、
前記複数の光源から照射される照射光の各々を被投射面において走査する走査手段とを備
えた表示装置における表示制御方法であって、前記被投射面に表示すべき映像に関する映
像信号の帯域制限を行う帯域制限工程と、前記帯域制限がなされた映像信号に基づいて前
記光源の駆動状態を制御する駆動制御工程とを備える。
【００１５】
　上述した課題を解決するため、請求項９に記載されたコンピュータプログラムは、コン
ピュータシステムを請求項１から７のいずれか一項に記載された表示制御装置として機能
させることを特徴とする。
【００１６】
　上述した課題を解決するため、請求項１０に記載された記録媒体は、請求項９に記載さ
れたコンピュータプログラムが記録されることを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１実施例に係る映像表示装置のブロック図である。
【図２】図１の映像表示装置における光源制御部のブロック図である。
【図３】図２の制御装置における帯域制限部のブロック図である。
【図４】図１の映像表示装置におけるレーザ光の走査軌跡を例示する図である。
【図５】図１の映像表示装置において生じる色ズレの概念図である。
【図６】表示される映像における色ズレを例示する図である。
【図７】映像信号にフィルタ処理が施された図６の映像を例示する図である。
【図８】図３の帯域制限部におけるフィルタ係数とフィルタ特性との関係を例示する図で
ある。
【図９】本発明の第２実施例に係る光源制御部のブロック図である。
【図１０】本発明の第３実施例に係る光源制御部のブロック図である。
【図１１】本発明の第４実施例に係る光源制御部のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　＜表示制御装置の実施形態＞
【００１９】
　本発明の表示制御装置に係る実施形態は、複数の光源と、前記複数の光源から照射され
る照射光の各々を被投射面において走査する走査手段とを備えた表示装置を制御する表示
制御装置であって、前記被投射面に表示すべき映像に関する映像信号の帯域制限を行う帯
域制限手段と、前記帯域制限がなされた映像信号に基づいて前記光源の駆動状態を制御す
る駆動制御手段とを備える。
【００２０】
　本発明の表示制御装置に係る実施形態は、表示装置を内部又は外部から制御する装置で
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ある。表示装置は、例えば、ヘッドアップディスプレイ、ヘッドマウントディスプレイ、
プロジェクション表示装置等を含む。
【００２１】
　本発明の表示制御装置に係る実施形態によれば、走査手段を介して光源からの照射光が
投射される被投射面に、例えばディジタルフィルタ等の帯域制限手段により帯域制限がな
された映像信号に基づいた映像が表示される。映像信号に帯域制限が施されることによっ
て、本来被投射面に表示されるべき元映像において、その制限される周波数帯域に相当す
る部分の解像度を作為的に低下させることができる。別言すれば、帯域制限手段により、
映像は相対的に、所謂「ぼかし」の掛かった状態となる。その結果、被投射面に表示され
る映像において、色ズレは相対的に目立たなくなる。
【００２２】
　即ち、本発明の表示制御装置に係る実施形態によれば、被投射面において光源からの照
射光が一点に集光しない構成（即ち、ハードウェア的に大なり小なり色ズレを含む構成）
において、機構の複雑化やコストの増加を回避しつつ、色ズレによる映像品質の低下を好
適に抑制することができる。
【００２３】
　尚、帯域制限手段は、例えば、ディジタルフィルタとして構築されたローパスフィルタ
である。例えば、映像のエッジ部分は相対的に空間周波数が高く、一方で色ズレが比較的
に目立つ部分である。従って、ローパスフィルタのフィルタ特性（例えば、カットオフ周
波数）を、このエッジ部分に相当する周波数よりも低周波側の周波数帯域として設定して
おけば、比較的色ズレの目立ち易いエッジ部分を、効果的にぼかすことができる。
【００２４】
　また、帯域制限手段がディジタルフィルタとして構成される場合、フィルタ係数の制御
により所望のフィルタ特性を実現することができる。従って、光源及び走査手段を含む表
示装置において、製造段階或いは組み付け段階で多様に生じ得る色ズレに対し、より効果
的な帯域制限を行うことが可能である。
【００２５】
　表示制御装置に係る実施形態の一の態様では、前記被投射面における前記複数の光源相
互間の光路のズレ量に基づいて前記帯域制限の度合いを制御する帯域制御手段を更に備え
る。
【００２６】
　この態様によれば、帯域制御手段により複数の光源から照射される照射光の光路のズレ
量に基づいて帯域制限の度合いが制御される。即ち、光路のズレ量の大小が、帯域制限の
度合いの大小に夫々対応するように帯域制限手段が制御される。従って、この態様によれ
ば、色ズレによる映像品質の低下を効率的に抑制することができる。
【００２７】
　尚、光路のズレ量とは、即ち色ズレの度合いであり、被投射面における各光の集光位置
のズレ量である。このズレ量は、例えば光源及び走査手段の製造段階或いは組み付け段階
で生じるものであり、少なくともその初期値については、予め実験的に、経験的に又は理
論的に把握することができ、帯域制御手段の制御情報として与えておくことができる。ま
た、ある特定の条件下で定期的に又は不定期に係る光路のズレ量を計測し、帯域制御手段
の制御情報を適宜更新することもできる。
【００２８】
　尚、帯域制御手段が参照する光路のズレ量は、必ずしも光路のズレ量の絶対値でなくて
よい。例えば、画素単位で生じる比較的大きな光路のズレは、ラインバッファの読み出し
タイミングを調整すること等によって相殺することができる。従って、帯域制御手段は、
好適な一形態として、ラインバッファの読み出しタイミングの調整によって解消すること
のできないズレ量についてのみ、帯域制限の度合いの決定に利用してもよい。
【００２９】
　帯域制御手段を備える実施形態の一態様では、前記複数の照射光の各々は、前記被投射
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面において垂直走査方向と水平走査方向とに走査され、前記光路のズレ量は、前記垂直走
査方向における光路のズレ量である。
【００３０】
　表示装置における光源からの照射光の走査方向（即ち、被投射面上における照射光の投
射方向）は、投射面に二次元の映像を表示する場合においては、好適には垂直走査方向と
水平走査方向とから構成される。このような構成においては、水平走査方向の色ズレより
も垂直走査方向の色ズレの方が目立ち易い。この態様によれば、垂直走査方向の光路のズ
レ量に基づいて帯域制限の度合いが制御されるため、色ズレによる映像品質の低下を好適
に抑制することができる。
【００３１】
　帯域制御手段を備える実施形態の他の態様では、前記表示装置は、少なくとも三以上の
前記光源を含み、前記光路のズレ量は、基準となる光源の照射光に対する他の光源の照射
光の光路のズレ量として定義され、前記帯域制御手段は、前記光路のズレ量に相対的重み
付けを付与すると共に、該付与された重み付けを考慮して前記帯域制限の度合いを制御す
る。
【００３２】
　走査手段を介して光源からの照射光を被投射面に投射する構成においては、被投射面に
おける、基準光との相対的位置関係として光路のズレ量を定めることができる。例えば、
複数の光源が赤、緑、青の三原色の光源である場合、最も輝度の高い緑の光を基準として
、他色の光路のズレ量が定義されてもよい。
【００３３】
　ここで、このように定義される光路のズレ量は少なくとも二つ存在するが、他色の光に
ついても、輝度の高低があり、上述の例では、青よりも赤の方が同一条件での輝度が高い
。色ズレは、輝度が高い方が目立ち易いから、この場合、青の色ズレよりも赤の色ズレが
優先された方が、映像品質の低下抑制には効果的であると言える。
【００３４】
　この態様によれば、光路のズレ量に相対的重み付けが付与され、この付与された重み付
けを考慮して帯域制限の度合いが制御される。従って、色ズレによる映像品質の低下を効
率的且つ効果的に抑制することができる。
【００３５】
　本発明の表示制御装置に係る実施形態の他の態様では、前記帯域制御手段は、前記映像
の空間周波数、前記映像の視距離、前記被投射面における前記映像の大きさ、前記被投射
面における前記映像のアスペクト比及び前記映像の投射距離のうち少なくとも一つに基づ
いて前記帯域制限の度合いを決定する。
【００３６】
　色ズレによる映像品質の低下を抑制するにあたり、上述した光路のズレ量に応じた帯域
制限は有効である。しかしながら、色ズレそのものを修正せずに映像品質の低下を抑制す
る技術思想においては、光路のズレ量以外にも、映像品質の低下を抑制するための要素が
存在する。
【００３７】
　この態様によれば、映像の空間周波数、視距離、映像の大きさ、アスペクト比及び投射
距離のうち少なくとも一つに基づいて帯域制限の度合いが決定される。従って、色ズレが
映像品質に与える影響を効果的に緩和し、もって映像品質の低下を効果的に抑制すること
ができる。
【００３８】
　本発明の表示制御装置に係る実施形態の他の態様では、前記光源は、レーザ又はＬＥＤ
である。
【００３９】
　レーザ及びＬＥＤ（Light Emitting Diode）は、表示装置の光源として適当である。
【００４０】
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　本発明の表示制御装置に係る実施形態の他の態様では、前記走査手段は、ＭＥＭＳミラ
ーである。
【００４１】
　走査手段をＭＥＭＳ（Micro Electro Mechanical System）により構築したＭＥＭＳミ
ラーは、装置の小型化や低コスト化に有効である。また、ＭＥＭＳミラーは一般的に、水
平走査方向において双方向走査される。従って、ラインバッファからの読み出しタイミン
グの調整により対象できない色ズレの範囲が広い。即ち、表示制御装置に係る実施形態の
効果が顕著に現れ易い。
【００４２】
　＜映像表示方法の実施形態＞
【００４３】
　本発明の映像表示方法に係る実施形態は、複数の光源と、前記複数の光源から照射され
る照射光の各々を被投射面において走査する走査手段とを備えた表示装置における表示制
御方法であって、前記被投射面に表示すべき映像に関する映像信号の帯域制限を行う帯域
制限工程と、前記帯域制限がなされた映像信号に基づいて前記光源の駆動状態を制御する
駆動制御工程とを備える。
＜コンピュータプログラムの実施形態＞
【００４４】
　本発明のコンピュータプログラムに係る実施形態は、コンピュータシステムを、上記い
ずれかの表示制御装置の実施形態として機能させる。
【００４５】
　本発明のコンピュータプログラムに係る実施形態によれば、当該コンピュータプログラ
ムを格納するＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ハードディスク等の記録媒体或い
はＵＳＢ（Universal Serial Bus）メモリ等コンピュータシステムに着脱可能な固体型記
憶装置から、当該コンピュータプログラムをコンピュータシステムに読み込んで実行させ
れば、或いは、当該コンピュータプログラムを、例えば、通信手段等を介してコンピュー
タシステムにダウンロードさせた後に実行させれば、上述した本発明の表示制御装置に係
る実施形態を比較的簡単に実現できる。
【００４６】
　また、上述した本発明の表示制御装置に係る実施形態が採り得る各種態様に応じて、コ
ンピュータプログラムに係る実施形態も各種態様を採ることができる。
＜記録媒体の実施形態＞
【００４７】
　本発明の記録媒体に係る実施形態は、コンピュータプログラムに係る実施形態が記録さ
れる。
【００４８】
　本発明の記録媒体に係る実施形態によれば、コンピュータシステムに装着又は接続する
ことによって、或いはコンピュータシステムに備わる又は接続された然るべき読取装置に
挿入することによって、記録している本発明のコンピュータプログラムに係る実施形態を
、コンピュータシステムに読み込ませて実行させることができ、上述した本発明の表示制
御装置に係る実施形態を比較的簡単に実現できる。
【００４９】
　本発明のこのような作用及び他の利得は次に説明する実施例から明らかにされる。
【実施例】
【００５０】
　以下、適宜図面を参照し、本発明の実施例について説明する。
【００５１】
　＜第１実施例＞
　　＜実施例の構成＞
　始めに、図１を参照し、本発明の第１実施例に係る映像表示装置１の構成について説明
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する。ここに、図１は、映像表示装置１のブロック図である。
【００５２】
　図１において、映像表示装置１は、制御装置１０、光源２０、ＭＥＭＳミラー３０及び
表示面４０を備えた、本発明に係る「表示装置」の一例である。映像表示装置１は、例え
ば、ヘッドマウントディスプレイ装置、ヘッドアップディスプレイ装置或いはプロジェク
ション表示装置等の投射型表示装置である。映像表示装置１では、光源２０から照射され
る後述するレーザ光２１Ｒ、２１Ｇ、２１Ｂが、ＭＥＭＳミラー３０において反射され、
表示面４０に投射されることによって映像が表示される。
【００５３】
　尚、映像表示装置１は、本発明に係る表示装置が採り得る実践的態様の一例であって、
例えば、本発明に係る表示装置の実践的態様は、本発明に係る表示装置の概念を逸脱しな
い範囲で如何様にも変更され得る。
【００５４】
　制御装置１０は、光源制御部１００及びミラー制御部２００並びにこれらの動作を統括
的に制御するＣＰＵ（Central Processing Unit）、記憶装置としてのＲＯＭ（Read Only
 Memory）及びＲＡＭ（Random Access Memory）等を備えた、本発明に係る「表示制御装
置」の一例である。
【００５５】
　制御装置１０のＲＯＭには、光源制御部１００及びミラー制御部２００を駆動するため
の駆動制御プログラムが格納されている。この駆動制御プログラムは、本発明に係る「コ
ンピュータプログラム」の一例である。また、ＲＯＭは、本発明に係る「記録媒体」の一
例である。
【００５６】
　尚、ＲＯＭは不揮発性記憶装置であるから、本実施例において、駆動制御プログラムは
予め制御部１１０に備わることになるが、この制御プログラムは、ＲＡＭ若しくはハード
ディスク或いは制御装置１０に備わり得る他の揮発性記憶装置に書き込まれていてもよい
。この場合、駆動制御プログラムのアップデート及びメンテナンス等が比較的簡便になさ
れ得る。また、この駆動制御プログラムをネットワークで配信する、或いは駆動制御プロ
グラムが記録された記録媒体を配布する等の措置を講じることも可能となる。
【００５７】
　光源制御部１００は、光源２０の駆動状態を制御する制御ユニットである。光源制御部
１００の詳細な構成については、図２を参照して後述する。
【００５８】
　ミラー制御部２００は、ＭＥＭＳミラー３０の駆動状態を制御する制御ユニットである
。ミラー制御部２００は、水平波形生成部、水平Ｄ／Ａコンバータ、パワーアンプ、クロ
ック生成部、垂直Ｄ／Ａコンバータ及び垂直波形生成部等を備える。尚、ミラー制御部２
００の構成は、公知のＭＥＭＳミラーの制御装置を適用することができる。従って、ここ
ではその詳細は省略する。ミラー制御部２００は、例えば、下記の如くに動作する構成と
なっている。
【００５９】
　水平波形生成部は、上述した水平走査方向にＭＥＭＳミラー３０を掃引するための水平
駆動信号を生成する。この水平波形生成部から供給される水平駆動信号は、水平Ｄ／Ａコ
ンバータにおいてＤ／Ａ変換され、パワーアンプにより増幅される。パワーアンプを通過
した水平駆動信号はＭＥＭＳミラー３０に供給され、この水平駆動信号によりＭＥＭＳミ
ラー３０は水平走査方向に駆動される。
【００６０】
　垂直波形生成部は、上述した垂直走査方向にＭＥＭＳミラー３０を掃引するための垂直
駆動信号を生成する。この垂直波形生成部から供給される垂直駆動信号は、垂直Ｄ／Ａコ
ンバータにおいてＤ／Ａ変換され、パワーアンプにより増幅される。パワーアンプを通過
した垂直駆動信号はＭＥＭＳミラー３０に供給され、この垂直駆動信号によりＭＥＭＳミ
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ラー３０は垂直走査方向に駆動される。
【００６１】
　クロック生成部は、所定周期でクロック信号を生成可能に構成される。例えば、この所
定周期は１０ｎｓ程度に設定される。生成されたクロック信号は、垂直Ｄ／Ａコンバータ
に供給される。尚、クロック生成部で生成された基本周期のクロック信号は、分周器によ
り所望の周期のクロック信号に変換されてもよい。
【００６２】
　光源２０は、赤、緑、青の各色に夫々対応する光源２０Ｒ、２０Ｇ及び２０Ｂを含むレ
ーザ光源であり、ＭＥＭＳミラー３０に対して赤、緑、青の各色に夫々対応するレーザ光
２１Ｒ、２１Ｇ及び２１Ｂを照射可能に構成されている。
【００６３】
　ＭＥＭＳミラー３０は、各光源から照射されるレーザ光を反射して表示面４０に投射す
るスキャニングミラーであり、本発明に係る「走査手段」の一例である。ＭＥＭＳミラー
３０は、ＭＥＭＳ（微小電気機械システム）として構成されており、ミラー制御部２００
によりその動作状態が制御される構成となっている。
【００６４】
　ＭＥＭＳミラー３０は、鏡面として機能するシリコン基板に、ピエゾ素子（圧電素子）
によるピエゾ抵抗が形成された構成を有している。ピエゾ素子としては、圧電効果を有す
るものを広く使用可能であり、例えばＰＺＴ（チタン酸ジルコン酸鉛）等の圧電セラミク
スを使用することができる。このピエゾ抵抗は、ＭＥＭＳミラー３０に印加される駆動電
圧に応じて、その圧電効果により捩れを生じる。この捩れによりＭＥＭＳミラー３０の鏡
面の光源２０に対する角度が変化する。即ち、所定の走査方向への走査が実現される。
【００６５】
　一方、ピエゾ抵抗の電気抵抗値は、この捩れの度合いに応じて変化する。ＭＥＭＳミラ
ー３０は、この電気抵抗値（即ち、捩れ角）に応じた電気信号をＭＥＭＳ位置信号として
取り出し可能に構成されている。尚、ピエゾ素子に生じる捩れの方向は、ＭＥＭＳミラー
３０で反射する反射光（即ち、各光源のレーザ光）の走査方向であり、本実施例に係るＭ
ＥＭＳミラー３０は、垂直走査軸周りに生じる捩れに対応する垂直走査方向と、水平走査
軸周りに生じる捩れに対応する水平走査方向との二つの走査方向に駆動される。
【００６６】
　ＭＥＭＳミラー３０は、垂直走査方向については鋸歯状波又は三角波である垂直駆動信
号により駆動され、水平走査方向については正弦波である水平駆動信号により共振駆動さ
れる。尚、ＭＥＭＳミラー３０として例示される、本発明の走査手段に係る基本的構成や
基本的駆動方法については公知である。従って、本実施例では、説明の煩雑化を防ぐ目的
からその詳細についての説明を省略する。
【００６７】
　表示面４０は、ＭＥＭＳミラー３０により走査された各色のレーザ光が投射される、映
像表示用のディスプレイ装置である。但し、表示面４０は、直視型の表示装置と異なり、
表示場所や表示エリアが予めハードウェア上の仕様として固定されない表示装置である。
即ち、表示面４０に表示される映像を構成する各画素の位置は、ＭＥＭＳミラー３０の動
作によって実現し得る範囲で自由に定められ得る。
【００６８】
　ここで、図２を参照し、光源制御部１００の構成について説明する。ここに、図２は、
光源制御部１００のブロック図である。
【００６９】
　図２において、フレームバッファ１０１、補間処理部１０２、帯域制限部１０３、オフ
セット設定部１０４、読み出し制御部１０５、タイミング生成部１０６、補間情報生成部
１０７、ＬＰＦ強度設定部１０８及び光源駆動部１０９を備える。
【００７０】
　フレームバッファ１０１は、映像信号入力端子（符号省略）から入力される、表示面４
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０に投射すべき映像に関する、赤、緑、青の三色に対応する映像信号を蓄積可能に構成さ
れたバッファである。
【００７１】
　読み出し制御部１０５は、フレームバッファ１０１に蓄積された映像信号の中から複数
画素分の映像信号を読み出し可能に構成されたプロセッサである。尚、映像信号が読み出
される画素は、各色について相互に異なったものとすることができる。
【００７２】
　補間処理部１０２は、補間中心の周辺に位置する各画素の映像信号に対し、表示面４０
上のレーザ光の走査位置に応じて設定される補間係数を乗じ、元々の映像信号にこれら補
間用の映像信号を加算することによって補間処理を実行可能に構成されたプロセッサであ
る。
【００７３】
　補間情報生成部１０７は、上述した補間係数及び補間処理部１０２における補間位置を
設定可能に構成されたプロセッサである。
【００７４】
　尚、補間処理としては、例えば、バイリニア補間、バイキュービック補間、Ｂスプライ
ン補間、Ｌａｎｚｏｓ３補間等公知の各種補間処理が使用される。また、入力映像と出力
映像との間で画素数やライン数が異なっている場合、即ち、解像度変換が必要となる場合
には、その拡大率や縮小率を考慮した補間位置情報から補間係数が生成されてもよい。但
し、本発明に係る表示制御装置の効果を説明する上では、この種の補間処理は必ずしも必
要でない。
【００７５】
　帯域制限部１０３は、補間処理部１０２から出力された映像信号に対し帯域制限処理を
実行可能に構成された、本発明に係る「帯域制限手段」の一例たるディジタルＬＰＦ（ロ
ーパスフィルタ）である。尚、補間処理部１０２が、Ｂスプライン補間やＬａｎｚｏｓ３
補間のように帯域制限特性を有する補間処理を行う構成を採る場合、補間処理と帯域制限
処理とが併せて行われてもよい。帯域制限部１０３において帯域制限処理が施された映像
信号は、光源駆動部１０９に入力される。
【００７６】
　ここで、図３を参照し、帯域制限部１０３の構成について説明する。ここに、図３は、
帯域制限部１０３のブロック図である。
【００７７】
　図３において、帯域制限部１０３は、３タップのＬＰＦであり、ラインメモリ１０３１
及び１０３２、乗算器１０３３、１０３４及び１０３５並びに加算器１０３６から構成さ
れる。各ラインメモリは、水平走査方向一ライン分の画素信号（即ち、映像信号）を記憶
するメモリである。乗算器１０３３、１０３４及び１０３５は、入力信号に夫々フィルタ
係数ａ、ｂ及びｃを乗じる乗算器であり、フィルタ係数ａ、ｂ、ｃの総和は１．０である
。
【００７８】
　図３において、乗算器１０３４に入力される画素信号Ｐｂが、帯域制限処理の対象とな
る対象画素の映像信号であり、乗算器１０３３に入力される画素信号Ｐａが対象画素の上
の画素（即ち、対象画素よりも早い時間に信号入力された画素）の映像信号であり、乗算
器１０３５に入力される画素信号Ｐｃが対象画素の下の画素（即ち、対象画素よりも遅い
時間に信号入力された画素）の映像信号である。尚、帯域制限処理が行われない場合、フ
ィルタ係数ｂは１．０とされ、フィルタ係数ａ及びｃは０．０とされる。
【００７９】
　尚、図示のＬＰＦは３タップのＬＰＦであるが、タップ数はより多くてもよい。例えば
、帯域制限部１０３は、５タップのＬＰＦであってもよい。この場合、３タップのＬＰＦ
と較べて回路規模は大きくなるが、フィルタ特性の自由度がより拡大する。
【００８０】



(11) JP 2015-14691 A 2015.1.22

10

20

30

40

50

　図２に戻り、ＬＰＦ強度設定部１０８は、帯域制限部１０３の上述したフィルタ係数ａ
、ｂ及びｃを設定可能に構成された、本発明に係る「帯域制御手段」の一例たるプロセッ
サである。
【００８１】
　光源駆動部１０９は、帯域制限部１０３から出力される映像信号に応じて、光源２０に
備わる赤、緑、青の各色の光源の特性に応じた電圧及び電流設定を行い、光源２０を駆動
する駆動信号を生成するプロセッサである。光源２０は、この駆動信号により駆動制御さ
れる。光源駆動部１０９は、本発明に係る「駆動制御手段」の一例である。
【００８２】
　タイミング生成部１０６は、読み出し制御部１０５がフレームバッファ１０１から映像
信号を読み出す読み出しタイミングや、補間情報生成部１０７における補間位置の決定に
必要な補間タイミング等の各種タイミングを生成可能に構成されたプロセッサである。タ
イミング生成部１０６は、位置情報入力端子（符号省略）から、ＭＥＭＳミラー３０の位
置（即ち、捩れ角）に関する上述したＭＥＭＳ位置信号を受け取り、これらのタイミング
を生成する構成となっている。
【００８３】
　補足すると、光源２０及びＭＥＭＳミラー３０を含む投射型の映像表示装置１では、光
源駆動部１０９から供給される駆動信号に対応する映像と、ＭＥＭＳミラー３０の水平走
査方向及び垂直走査方向の捩れ角の位置関係が、２次元映像を表示面４０に表示するため
に必要な関係になければならない。このため、タイミング生成部１０６では、入力される
ＭＥＭＳ位置信号に応じて各種のタイミングが生成される。例えば、上述した読み出し制
御部１０５は、タイミング生成部１０６により生成される読み出しタイミングに従って、
フレームバッファ１０１から映像信号を読み出すことができる。
【００８４】
　オフセット設定部１０４は、光路ズレ情報入力端子（符号省略）から入力される、後述
する光路ズレ情報に基づいて、フレームバッファ１０１から映像信号を読み出す水平走査
方向ラインのオフセット量を決定する。このオフセット量は、基準色に対する他色の相対
的オフセット量である。尚、本実施例では、基準色は緑であるとする。
【００８５】
　一方、光路ズレ情報は、上述したＬＰＦ強度設定部１０８にも入力される。ＬＰＦ強度
設定部１０８は、入力される光路ズレ情報に基づいて、帯域制限部１０３における帯域制
限の度合いを決定し、帯域制限部１０３のフィルタ特性を制御する。尚、帯域制限の度合
いは、上述したフィルタ係数ａ、ｂ及びｃにより決定される。
【００８６】
　＜実施例の動作＞
　次に、実施例の動作について説明する。
【００８７】
　＜ＭＥＭＳミラー３０の基本動作＞
　始めに、図４を参照し、ＭＥＭＳミラー３０の基本動作について説明する。ここに、図
４は、投射面４０に対するレーザ光の走査軌跡を説明する図である。
【００８８】
　図４において、表示面４０が格子状に表現されており、格子を構成する複数の矩形領域
の一つ一つが画素Ｐである。尚、上述したように、投射型の表示装置において、表示面上
の画素位置は表示面のハードウェア仕様として固定されていないため、実際には、各色に
相当するレーザ光の集光位置が画素の位置である。
【００８９】
　図４において、太い矢線で表現される軌跡が、光源２０の基準色たる緑色に対応するレ
ーザ光２１Ｇの走査軌跡である。ＭＥＭＳミラー３０による光走査は、ＭＥＭＳミラー３
０が、水平走査方向に共振駆動されることから、ＣＲＴやＬＣＤ等の一般的な表示モニタ
における光走査と異なり、所謂両側スキャン方式を採る。即ち、映像表示装置１において
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、レーザ光２１Ｇは、往路（例えば、図中左側から右側）においても復路（例えば、図中
右側から左側）においても走査される。
【００９０】
　次に、図５を参照して、表示面４０上に生じる色ズレについて説明する。ここに、図５
は、色ズレの概念図である。尚、同図において、図４と重複する箇所には同一の符号又は
名称を付与してその説明を適宜省略することとする。
【００９１】
　図５において、光源２０Ｇに対応するレーザ光２１Ｇに加え、光源２０Ｒに対応するレ
ーザ光２１Ｒの走査軌跡（破線矢線参照）が示される。図示の通り、これらの間には、垂
直走査方向に１画素分の色ズレが生じている（図中白丸参照）。この色ズレは、例えば映
像表示装置１の製造段階或いは組み付け段階等において生じる各レーザ光の光路のズレ（
光路ズレ）によって生じる、一種の個体差である。尚、光路のズレとは、光軸のズレと言
い換えてもよい。
【００９２】
　ここで、レーザ光相互間の垂直走査方向の光路ズレの絶対値は、場合により数十画素分
に達することもあるが、表示面４０に投射される映像の品質に影響を与える、表示面上の
色ズレは、両側スキャン方式を採用する映像表示装置１において最大で１画素である。そ
れ以上の色ズレについては、上述したフレームバッファ１０１から映像信号を読み出す際
に、垂直走査方向に画素単位で読み出しラインを画素単位でオフセットさせれば済むため
である。例えば、垂直走査方向の光路ズレが２０．５画素分生じている場合、２０画素分
だけ読み出しラインをオフセットさせれば、実際の色ズレは０．５画素分で済む。実施例
に係る帯域制限部１０３による映像信号の帯域制限は、この最大１画素分生じる微小な色
ズレによる映像品質の低下を抑制するものである。
【００９３】
　＜帯域制限処理の効果＞
　次に、図６及び図７を参照し、帯域制限部１０３による帯域制限処理の効果について説
明する。ここに、図６は、色ズレが生じた映像を例示する図であり、図７は、映像信号に
帯域制限処理が施された図６の映像を例示する図である。
【００９４】
　図６において、（ａ）は、色ズレが生じていない映像（即ち、本来表示されるべき元映
像）である。これに対して（ｂ）は、垂直走査方向にｘ（ｘ＜１）画素分の色ズレが生じ
た状態を例示する図であり、（ｃ）は、垂直走査方向にｙ（ｘ＜ｙ＜１）画素分の色ズレ
が生じた状態を例示するである。尚、図６（ｂ）及び図６（ｃ）に例示される映像は、既
に補間処理部１０２による補間処理がなされた状態を示している。
【００９５】
　尚、先述したように、投射型の映像表示装置１では、各色のレーザ光の集光位置が画素
の位置であるから、色ズレは、基準色に対する相対的な集光位置のズレとして定義するこ
とができる。ここで、一般的に緑は赤及び青と較べて輝度成分が大きいため、基準色とし
て適当である。図６（ｂ）、図６（ｃ）は、例えば、緑と青との間に色ズレが無く（尚、
上述したように、この場合にも光路ズレは必ずしもゼロでない）、緑と赤との間に上記ｘ
又はｙ画素分の色ズレが生じている状態を示している。図示の通り、色ズレが大きい程、
映像の品質は低下する。
【００９６】
　図７には、図６に例示される各映像に関する映像信号に対し、帯域制限部１０３による
帯域制限処理が講じられた状態が示される。尚、色ズレの生じていない映像に対応する図
６（ａ）と図７（ａ）とは同じである。
【００９７】
　図７（ｂ）及び図７（ｃ）は、いずれも映像信号に帯域制限処理が施された映像を示す
が、ｘ（ｘ＜１）画素分の色ズレが生じた映像に対応する図７（ｂ）よりも、ｙ（ｘ＜ｙ
＜１）画素分の色ズレが生じた映像に対応する図７（ｃ）の方が、帯域制限の度合いが大
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きい。即ち、図７（ｃ）に例示される映像は、図７（ｂ）に例示される映像と較べて、映
像の境界部分の解像度が低下しており、視覚的によりぼかしの掛かった状態となっている
。
【００９８】
　このように、本実施例では、色ズレの大小、即ち光路ズレ量の大小に基づいて帯域制限
の度合いが制御される。このように、相対的に大きい色ズレに対して相対的に帯域制限の
度合を大きくすることによって、色ズレが映像に与える影響を緩和することができる。即
ち、本実施例によれば、色ズレによる映像品質の低下が好適に抑制される。
【００９９】
　また、色ズレの影響を緩和することのみを考えた場合、帯域制限の度合いは大きい方が
よいが、図示の通り、帯域制限の度合いを大きくすると、映像の解像度が低下して、別の
意味で映像の品質の低下が生じ得る。そこで、色ズレの度合いに応じて帯域制限の度合い
を変化させることにより、映像品質の低下が好適に抑制されるのである。
【０１００】
　＜帯域制限部１０３の動作＞
　次に、図８を参照し、帯域制限部１０３のフィルタ特性について説明する。ここに、図
８は、帯域制限部１０３におけるフィルタ係数とフィルタ特性との関係を例示する図であ
る。
【０１０１】
　図８において、縦軸は信号通過量（ｄＢ）であり、横軸は周波数指標値である。周波数
指標値は、サンプリング周波数の１／２の周波数を１．０として規格化した値である。即
ち、サンプリング定理から、周波数指標値が１．０のポイントは、表示すべき映像の最大
周波数に相当する。
【０１０２】
　図８（ａ）は、フィルタ係数ｂ＝０．８７５、ａ＝ｃ＝０．０６２５の場合のフィルタ
特性を例示する。このフィルタ特性では、全周波数域で５０％（－３．０ｄＢ）以上の通
過量が確保される。即ち、図８（ａ）は、帯域制限の度合いが小さい場合のフィルタ特性
に対応する。
【０１０３】
　図８（ｂ）は、フィルタ係数ｂ＝０．７５０、ａ＝ｃ＝０．１２５の場合のフィルタ特
性を例示する。このフィルタ特性では、周波数指標値０．６付近にカットオフ周波数が設
定されており、中高周波帯域が制限される。
【０１０４】
　図８（ｃ）は、フィルタ係数ｂ＝０．５００、ａ＝ｃ＝０．２５０の場合のフィルタ特
性を例示する。このフィルタ特性では、周波数指標値０．３５付近にカットオフ周波数が
設定されており、中高周波帯域が大きく制限される。即ち、図８（ｃ）は、帯域制限の度
合いが大きい場合のフィルタ特性に対応する。また、図８（ａ）及び図８（ｃ）との対比
の上では、図８（ｂ）は、帯域制限の度合いが中程度のフィルタ特性に対応すると言える
。
【０１０５】
　このように、帯域制限部１０３では、ＬＰＦ強度設定部１０８が設定するフィルタ係数
ａ、ｂ及びｃにより、映像信号の帯域制限の度合いを変化させることができる。従って、
図７に例示された如き、色ズレの度合いに応じた帯域制限処理が可能となるのである。
【０１０６】
　＜ＬＰＦ強度設定部１０８の動作＞
　次に、ＬＰＦ強度設定部１０８の動作について説明する。
【０１０７】
　始めに、ＭＥＭＳミラー３０が静止しており、ＭＥＭＳミラー３０と被投射面たる表示
面４０とが正対している状態における、レーザ光２１Ｒ、２１Ｇ、２１Ｂの各光の垂直走
査方向の位置を、夫々ＰＯＳｖ＿Ｒ、ＰＯＳｖ＿Ｇ、ＰＯＳｖ＿Ｂとする。
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【０１０８】
　次に、基準色たるレーザ光２１Ｇの光束の中心位置からレーザ光２１Ｒの光束の中心位
置までの距離を、暫定光路ズレ量ＰＯＳｖｄ＿Ｒｔｍｐ、レーザ光２１Ｇの光束の中心位
置からレーザ光２１Ｂの光束の中心位置までの距離を暫定光路ズレ量ＰＯＳｖｄ＿Ｂｔｍ
ｐとすると、下記（１）及び（２）式が成立する。
【０１０９】
　ＰＯＳｖｄ＿Ｒｔｍｐ＝ＰＯＳｖ＿Ｒ－ＰＯＳｖ＿Ｇ・・・（１）
　ＰＯＳｖｄ＿Ｂｔｍｐ＝ＰＯＳｖ＿Ｂ－ＰＯＳｖ＿Ｇ・・・（２）
　例えば、ＭＥＭＳミラー３０の映像表示能力が、水平走査方向に１２８０画素、垂直走
査方向に７２０ライン（７２０画素分のライン）である場合において、
　ＰＯＳｖ＿Ｇ＝３６０．０
　ＰＯＳｖ＿Ｒ＝３６３．０
　ＰＯＳｖ＿Ｂ＝３６５．９
　であった場合、
　ＰＯＳｖｄ＿Ｒｔｍｐ＝３．０
　ＰＯＳｖｄ＿Ｂｔｍｐ＝５．９
　となる。
【０１１０】
　ここで、暫定光路ズレ量と表現するのは、先述したように、両側スキャン方式を採用す
る映像表示装置１において、各レーザ光の光路ズレの最大値は１画素となるからである。
即ち、例えば、１．９画素分、垂直走査方向上側に生じた光路ズレは、０．１画素分、垂
直走査方向下側に生じた光路ズレと等しく扱うことができるのである。この点を考慮して
、最終的な光路ズレ量を定義すると、レーザ光２１Ｇとレーザ光２１Ｒとの間の光路ズレ
量ＰＯＳｖｄ＿Ｒ、レーザ光２１Ｇとレーザ光２１Ｂとの間の光路ズレ量ＰＯＳｖｄ＿Ｂ
は、夫々下記（３）及び（４）式により表される。
【０１１１】
　ＰＯＳｖｄ＿Ｒ＝ＡＢＳ（ＡＢＳ（ＰＯＳｖ＿Ｒ－ＰＯＳｖ＿Ｇ）－２ｎ）…（３）
　ＰＯＳｖｄ＿Ｂ＝ＡＢＳ（ＡＢＳ（ＰＯＳｖ＿Ｂ－ＰＯＳｖ＿Ｇ）－２ｎ）…（４）
　ここで、ＡＢＳは絶対値を表し、ｎは各値を最小とし得る自然数又はゼロである。
【０１１２】
　ＬＰＦ強度設定部１０８は、上記（３）及び（４）式により定義される光路ズレ量に基
づいて、帯域制限部１０３における帯域制限の度合いを決定する。具体的には、上述した
フィルタ係数ａ、ｂ、ｃを決定する。
【０１１３】
　尚、光路ズレ量に基づいたフィルタ係数の決定方法は、光路ズレ量の大小がフィルタ係
数ｂの小大及びフィルタ係数ａ、ｃの大小に夫々対応する（言い換えれば、光路ズレ量の
大小が帯域制限の度合いの大小に対応する）限りにおいて限定されない。
【０１１４】
　例えば、帯域制限部１０３におけるカットオフ周波数の最大値及び最小値を決定してお
き、光路ズレ量を複数段階に分割して、光路ズレ量の大小がカットオフ周波数の低高に夫
々対応するように、分割された段階に応じてカットオフ周波数が割り当てられていてもよ
い。尚、カットオフ周波数の最高値とは、好適には帯域制限無し（フィルタ係数ｂ＝１．
０）の場合のカットオフ周波数である。
【０１１５】
　ところで、基準光であるレーザ光２１Ｇに対する相対的ズレ量として光路ズレ量を定義
すると、光路ズレ量は、レーザ光２１Ｒに対応する値と、レーザ光２１Ｂに対応する値と
の二種類決定される。これらの光路ズレ量に相関はないから、双方を効果的に抑制する帯
域制限処理を施すことは難しい。そこで、ＬＰＦ強度設定部１０８は、二つの光路ズレ量
に対して重み付けを付与すると共に、当該付与された重み付けを考慮して最終的なフィル
タ係数を決定する構成となっている。
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【０１１６】
　ここで、最も単純且つ有効な重み付けの付与態様の一つは、基準光以外の他色光のうち
一方に帯域制限の度合いを整合させることである。即ち、この場合、一方に付与される重
みが１００％、他方に付与される重みが０％に相当する。ここで特に、赤と青とを較べた
場合、レーザ光２１Ｂの輝度成分は、レーザ光２１Ｒと較べて小さい。即ち、赤色の色ズ
レの方が、青色の色ズレよりも目立ち易い。従って、この場合、レーザ光２１Ｒの光路ズ
レ量たるＰＯＳｖｄ＿Ｒに基づいてフィルタ係数を決定することができる。
【０１１７】
　一般的には、重み係数をｋ（０＜ｋ＜１）とすると、下記（５）式のようにフィルタ係
数決定用の光路ズレ量ＰＯＳｖｄ’を定義することもできる。
【０１１８】
　ＰＯＳｖｄ’＝ＰＯＳｖｄ＿Ｒ×ｋ＋ＰＯＳｖｄ＿Ｂ×（１－ｋ）・・・（５）
　尚、ＬＰＦ強度設定部１０８が帯域制限の度合い（本実施例ではフィルタ係数と一義的
な関係にある）を決定するにあたって参照する上述の光路ズレ量は、上述したように、予
め光路ズレ情報として光路ズレ情報入力端子から入力される。
【０１１９】
　ここで、光源２０の光路ズレが製造段階或いは組み付け段階で生じ得る性質のものであ
る点に鑑みれば、光路ズレ情報は、映像表示装置１の初期設定情報として与えておくこと
もできる。一方で、上述した暫定光路ズレ量が、ＭＥＭＳミラー３０と表示面４０とが正
対関係にある場合の集光位置のズレ量に起因する点に鑑みれば、動作条件や動作環境が変
化する毎に、暫定光路ズレ量の計測が行われ、光路ズレ情報が適宜更新される構成とされ
てもよい。このようにすれば、温度変化や経時変化による光路ズレ量の変化に適応するこ
とが容易にして可能となる。尚、この場合、映像表示装置１が暫定光路ズレ量の計測手段
を備える必要があるが、この種の計測手段は例えばフォトディテクタ等を利用した公知の
計測手段を好適に適用することができる。
【０１２０】
　＜第２実施例＞
　第１実施例では、帯域制限部１０３の帯域制限の度合いに対応するフィルタ係数が、Ｌ
ＰＦ強度設定部１１１により、上述した光路ズレ情報に基づいて決定された。しかしなが
ら、表示面４０に生じる色ズレそのものを調整せずに映像の品質低下を抑制する技術思想
を有する本発明の表示制御装置の概念においては、光路ズレ情報以外にも、帯域制限の度
合いを決定するにあたっての参照要素が存在し得る。このような趣旨に沿った本発明の第
２実施例について、図９を参照して説明する。ここに、図９は、第２実施例に係る光源制
御部１１０のブロック図である。尚、同図において、図２と重複する箇所には同一の符号
を付してその説明を適宜省略することとする。
【０１２１】
　図９において、光源制御部１１０は、ＬＰＦ強度設定部１０８に替えて、ＬＰＦ強度設
定部１１１を備える点において、第１実施例に係る光源制御部１００と相違する。
【０１２２】
　ＬＰＦ強度設定部１１１は、帯域制御情報入力端子（符号省略）から入力される帯域制
御情報に基づいて帯域制限部１０３における帯域制限の度合い（即ち、フィルタ係数）を
決定する構成となっている。
【０１２３】
　ここで、帯域制御情報入力端子から入力される帯域制御情報としては、投射面サイズ、
視距離、アスペクト比等を使用することができる。
【０１２４】
　＜投射面サイズに応じた帯域制限処理＞
　各レーザ光の投射面である表示面４０の画面サイズが大きければ、その分、色ズレは目
立つ。従って、表示面４０の画面サイズの大小に応じて、帯域制限の度合いを夫々大小に
制御することによって、色ズレによる映像品質の低下を好適に抑制することができる。
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【０１２５】
　尚、映像表示装置１において表示面４０の構成が変化することは殆どないから、この場
合の帯域制御情報（画面サイズ）は、予め初期設定情報として与えておくことができる。
即ち、この場合、基準となる画面サイズに対する帯域制限の度合い（即ち、基準の度合い
）が定められており、表示面４０と当該基準となる画面サイズとの大小関係に応じて、こ
の基準の度合いが大小に補正されてもよい。
【０１２６】
　＜視距離に応じた帯域制限処理＞
　視距離とは、映像表示装置１を利用する利用者と表示面４０との物理的な距離である。
視距離が短ければ、その分だけ利用者は映像を精細に認識することができる。必然的に、
視距離が短ければ色ズレが目立つことになる。
【０１２７】
　従って、視距離の大小に応じて、帯域制限の度合いを夫々小大に制御することによって
、色ズレによる映像品質の低下を好適に抑制することができる。
【０１２８】
　尚、映像表示装置１と利用者との距離たる視距離は、その都度利用環境に応じて変化し
得る。従って、この場合、視距離を外部から参照情報として入力する構成とされてもよい
。また、視距離を計測する手段を設け、初期設定として計測された視距離を帯域制御情報
として入力する構成とされてもよい。
【０１２９】
　尚、この場合、基準となる視距離に対する帯域制限の度合い（即ち、基準の度合い）が
定められており、実際の視距離に応じて、この基準の度合いが大小に補正されてもよい。
【０１３０】
　＜アスペクト比に応じた帯域制限処理＞
　ＭＥＭＳミラー３０においては、垂直走査位置（捩れ角）と水平走査位置（捩れ角）と
を独立して制御することができる。従って、元映像に対してアスペクト比を異ならしめた
映像を表示面４０に投射することが容易にして可能である。
【０１３１】
　ここで、アスペクト比の変更に伴って映像が相対的に垂直走査方向に拡大された場合、
例えば、１６：９のアスペクト比が１６：１８に変更された場合、表示面４０の画面サイ
ズが例え小さくとも、垂直走査方向に生じる色ズレは相対的に目立つ結果となる。反対に
、アスペクト比の変更に伴って映像が相対的に垂直走査方向に縮小された場合、例えば、
１６：９のアスペクト比が１６：４に変更された場合、表示面４０の画面サイズが例え大
きくとも、垂直走査方向に生じる色ズレは相対的に目立たない結果となる。
【０１３２】
　従って、表示面４０のアスペクト比に応じて帯域制限の度合いを制御することによって
、色ズレによる映像品質の低下を好適に抑制することができる。
【０１３３】
　＜第３実施例＞
　第２実施例と同様の趣旨に基づいた第３実施例について、図１０を参照して説明する。
ここに、図１０は、第３実施例に係る光源制御部１２０のブロック図である。尚、同図に
おいて、図２と重複する箇所には同一の符号を付してその説明を適宜省略することとする
。
【０１３４】
　図１０において、光源制御部１２０は、映像解析部１２１を備え、またＬＰＦ強度設定
部１０８に替えてＬＰＦ強度設定部１２２を備える点において、第１実施例に係る光源制
御部１００と相違する。
【０１３５】
　映像解析部１２１は、映像信号入力端子から入力される映像信号に基づいて、映像の空
間周波数を解析するプロセッサである。ＬＰＦ強度設定部１２２は、映像解析部１２１に
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より解析された空間周波数に基づいて帯域制限部１０３における帯域制限の度合い（即ち
、フィルタ係数）を制御する。
【０１３６】
　表示面４０における色ズレは、投射される映像における色の境界部分、特に白と黒との
境界部分において目立ち易い。また、赤、緑、青の三原色の輝度成分の高い画素と低い画
素との境界においても、色ズレは目立ち易い。
【０１３７】
　ここで、このような色ズレの相対的に目立つ境界部分では、映像の空間周波数が高くな
る。従って、空間周波数の高低に応じて帯域制限の度合いを夫々大小に制御することによ
って、色ズレによる映像品質の低下を好適に抑制することができる。
【０１３８】
　尚、空間周波数を解析する方法については公知の各種手法を適用可能である。例えば、
映像解析部１２１は、垂直走査方向において対象画素と隣接する周辺画素について、映像
信号を一次微分処理し、その絶対値に基づいて空間周波数の強度を算出してもよい。
【０１３９】
　＜第４実施例＞
　次に、第２及び第３実施例と同様の趣旨に基づいた第４実施例について、図１１を参照
して説明する。ここに、図１１は、第４実施例に係る光源制御部１３０のブロック図であ
る。尚、同図において、図２と重複する箇所には同一の符号を付してその説明を適宜省略
することとする。
【０１４０】
　図１０において、光源制御部１３０は、投射距離計測部１３１を備え、またＬＰＦ強度
設定部１０８に替えてＬＰＦ強度設定部１３２を備える点において、第１実施例に係る光
源制御部１００と相違する。
【０１４１】
　投射距離計測部１３１は、帯域制御情報入力端子（符号省略）から入力される、帯域制
御情報としての投射角又は最大捩れ角に基づいて、ＭＥＭＳミラー３０から表示面４０ま
でのレーザ光の投射距離を計測するプロセッサである。ＬＰＦ強度設定部１３２は、投射
距離計測部１３１により計測された投射距離に基づいて帯域制限部１０３における帯域制
限の度合い（即ち、フィルタ係数）を制御する。
【０１４２】
　本実施例における投射距離とは、ＭＥＭＳミラー３０から表示面４０までの距離である
。投射距離が変化すると、表示面４０における色ズレの規模も変化する。具体的には、投
射距離が大きくなると、色ズレの規模も大きくなる。
【０１４３】
　ところで、第１実施例において（３）式及び（４）式を参照して説明した光路ズレ量は
、ＭＥＭＳミラー３０と表示面４０とが正対している状態を前提としている。しかしなが
ら、実際には、ＭＥＭＳミラー３０は、レーザ光の走査過程で水平走査方向の捩れ角θｈ
や垂直走査方向の捩れ角θｖが変化する。
【０１４４】
　これら捩れ角が０°～９０°の範囲においては、捩れ角が増大する程、ＭＥＭＳミラー
３０から表示面４０までの距離（投射距離）が大きくなり、結果として色ズレも大きくな
る。このような問題は、システム側で糸巻き補正等の補正措置が講じられたとしても、基
本的には変わらずに生じ得る。また、投射距離と色ズレとの関係は、表示面４０に対して
レーザ光が斜め方向から投射された場合も同様に生じ得る。
【０１４５】
　そこで、本実施例では、帯域制御情報としてＭＥＭＳミラー３０の投射角や最大捩れ角
の情報が入力され、これらの情報を基に投射距離計測部１３１において投射距離が計測或
いは算出される。また、帯域制限部１０３のフィルタ係数は、計測或いは算出された投射
距離に基づいて決定される。尚、この帯域制御情報としての投射角はＭＥＭＳミラー３０
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の駆動制御量としてミラー制御部２００が把握している。また、最大捩れ角は、ＭＥＭＳ
ミラー３０に固有の値である。
【０１４６】
　従って、本実施例によれば、投射距離に起因して生じる色ズレによる映像品質の低下を
好適に抑制することができる。
【０１４７】
　本発明は、上述した実施例に限られるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から読
み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を
伴う表示制御装置もまた本発明の技術的範囲に含まれるものである。
【符号の説明】
【０１４８】
　１…映像表示装置、１０…制御装置、２０…光源、３０…ＭＥＭＳミラー、４０…表示
免、１００…光源制御部、１０３…帯域制限部、１０８…ＬＰＦ強度設定部１０８、２０
０…ミラー制御部。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】 【図９】
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